
議員提出第２号議案 

 

   足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１

３条第１項の規定により提出する。 

  平成２５年２月２１日 

         提 出 者 

足立区議会議員  は た の  昭  彦 

同        針  谷  み き お 

同        ぬ か が  和  子 

同        鈴  木  けんいち 

同        さ と う  純  子 

同        伊  藤  和  彦 

同        浅  子  け い 子 

 

足立区議会議長  渡辺 ひであき 様 

 

（提案理由） 

 保育料を他区並みに抑えることで、所得の低い方々の経済的負担を減

らし、子育てを支援するために本改正案を提出する。 



   足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 足立区における保育の実施等に関する条例（平成２３年足立区条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３中 

  

 

 

 

３，６００円 ３，６００円 ３，６００円 

均等割のみ課税世帯 ６，１００円 ６，１００円 ６，７００円 

所得割１万円未満課

税世帯 

６，８００円 ６，８００円 ７，２００円 

所得割１万円以上課

税世帯 

８，６００円 ８，７００円 ９，１００円 

 

 

 

 

 

０円 ０円 ０円 

均等割のみ課税世帯 ２，０００円 ２，０００円 ２，５００円 

所得割１万円未満課

税世帯 

２，７００円 ２，７００円 ３，０００円 

所得割１万円以上課

税世帯 

４，５００円 ４，６００円 ５，０００円 

 

   付 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

「  

を  

に 改 め る 。  

」  

「  

」  


